
様式第４号（第５条関係）

変 更 理 由

　当初計画において、電柱部を矢板で保護しブロック積工を行う予定であったが、
近隣住民から電柱の転倒について懸念され協議を重ねた結果、電柱を移設後に工事
を行うことで同意を得た。電柱の移設完了予定が６月になるため、本工事について
は、電柱に影響のない部分のブロック積工を行い、電柱に近接する箇所を木柵工へ
変更し、現場精査の結果、設計変更するもの。

契 約 金 額
変 更 前 5,670,000  円

変 更 後 4,908,600  円

変 更 契 約 日 平成31年3月20日

変 更 後 平成30年12月15日 ～ 平成31年3月22日

契 約 の 相 手 方

商 号 又
は 名 称

㈲森田技建

住 所 福岡県柳川市三橋町中山825-5

履 行 期 間
変 更 前 平成30年12月15日 ～ 平成31年3月22日

建設工事等の概要

変 更 前

護岸工
　ブロック積工　裏コン有　滑面ブロック　　　　Ａ＝６０．０ｍ2
　コンクリート擁壁工（小口止工）　　　　　　　Ｎ＝４．０箇所
仕戻舗装工
　路盤工　ｔ＝１０ｃｍ　ＲＣ－４０　　　　　　Ａ＝２４．０ｍ2
　表層　再生密粒度アスコン１３　ｔ＝５ｃｍ　　Ａ＝２４．０ｍ2

変 更 後

護岸工
　ブロック積工　裏コン有　滑面ブロック　　　　Ａ＝５１．０ｍ2
　コンクリート擁壁工（小口止工）　　　　　　　Ｎ＝３．０箇所
　木柵工（8枚掛）末口12ｃｍＬ＝4,000　　　　　Ｌ＝４．５ｍ
仕戻舗装工
　路盤工　ｔ＝１５ｃｍ　ＲＣ－４０　　　　　　Ａ＝２２．０ｍ2
　表層　再生密粒度アスコン１３　ｔ＝５ｃｍ　　Ａ＝　０．０ｍ2

建設工事等の名称 正寿庵村中線道路補修工事

建設工事等の場所 柳川市三橋町蒲船津

建設工事等の種別 土木

指名139-2

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名 建設課

起 工 番 号 起 工 第 61 号


